
 
 



 

1 
 

 
 

 
 

 

 



 

2 
 

 

 



 

3 
 

 

 

 



 

4 
 

1-5 受注者相互の協力 

共通仕様書 1-20「受注者相互の協力」に示す、隣接又は関連の調査等については下記の

とおりとする。なお、履行期間中に関連調査等が追加された場合は、監督員の指示により、

これら関係者とも相互に協力しなければならない。 

事務所 調査等又は工事名 履行期間（予定） 受注者 発注者 

宇都宮管理事務所 

北関東自動車道 
足利ｽﾏｰﾄIC詳細設計 

令和5年7月22日～ 
令和8年3月7日 

㈱CPC 
NEXCO 
東日本 

北関東自動車道 
壬生PAｽﾏｰﾄIC詳細設計 

未定 未定 
NEXCO 
東日本 

谷和原管理事務所 

常磐自動車道 
千代田PAｽﾏｰﾄIC詳細設計 

令和5年10月3日～ 
令和8年1月19日 

大成ｴﾝｼﾞﾆｱﾘ
ﾝｸﾞ㈱ 

NEXCO 
東日本 

関東支社 
ETC設備更新工事 

令和5年9月9日～ 
令和9年5月20日 

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｺﾈｸﾄ
㈱ 

NEXCO 
東日本 

長野管理事務所 
上信越自動車道 

屋代ｽﾏｰﾄIC本体詳細設計 
令和6年5月30日～ 
令和10年2月8日 

㈱横浜ｺﾝｻﾙﾃ
ｨﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 

NEXCO 
東日本 

 

1-6 疑義について 

本設計にあたり、疑義が生じた事項及び本特記仕様書に記載されていない事項について

は、監督員と協議し指示に従うものとする。 

1-7 計画工程表 

1-7-1 計画工程表の記載事項 

受注者は、共通仕様書 1-14-1「作業計画書の提出」に示す作業計画書の計画工程表

の作成にあたっては、設計項目・設計単位等の作業単位毎に作業完了時期を明示した工

程表を作成し提出するものとする。 

受注者は、完了時期の明示にあたって、発注者または監督員が行う協議や共通仕様書

1-22「打合せ」に規定する打合せの実施時期についても十分検討し、計画工程表に記載

するものとする。また、共通仕様書 1-9-5「照査計画の作成」に定める照査計画を盛り

込むこととする。なお、作業単位の設定は、設計項目・設計内容及び現地調査・設計打

合せ、関係機関協議・関連する調査等業務との調整、照査等の本設計に必要な項目の細

部を設定することとし、計画工程表の提出にあたって監督員と受注者とで協議のうえ、

決定するものとする。 

1-7-2 計画工程表に基づく作業状況の報告 

受注者は、共通仕様書 1-22「打合せ」の実施時に、計画工程表に作業の実施状況を

記載し、監督員に報告するとともに、本特記仕様書 1-8「調査等打合せ簿の作成及び提

出について」の調査等打合簿に添付するものとする。なお、受注者は前項で規定した完

了時期が著しく変更となる場合は、共通仕様書 1-31-1「事前協議」に準じた協議のう

え、必要に応じ共通仕様書 1-14-3「変更作業計画書」に基づき変更計画工程表を監督

員に提出するものとする。 

 

1-8 調査等打合せ簿の作成及び提出について 

受注者は、共通仕様書 1-22「打合せ」にあたっては、打合せ前に打合せ項目を整理する

と共に、打合せ終了後、速やかに調査等打合簿（共通仕様書 様式第 1-4 号）を作成し、監

督員に記載事項についての確認を得るものとする。 
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